
国 地 契 第 ５ ７ 号

平成２１年３月２７日

各地方整備局長 あて

国土交通省大臣官房長

「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」等の一部改正について

標記について、「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」（昭和45年12

月10日付け建設省厚第50号）及び「建設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める

場合の総合点数の算定要領」（平成６年11月14日付け建設省厚契第16号）の一部を下記の

とおり改正することとしたので、遺漏なきよう措置されたい。

記

１．「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」（昭和45年12月10日付け建

設省厚第50号）の一部を次のように改める。

第２第１号ロ中「に該当すると認められる者で、その事実があつた後２年」を「各

号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、

当該期間」に改める。

第４第２項第７号を次のように改める。

七 納税証明書の写し（申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則

（昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。）別紙第９号書式（その３）

又は（その３の２）、法人である場合においては、国税規則別紙第９号書式（その

３）又は（その３の３））

ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計

画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合

又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出

できない場合（係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出している

ことが必要）は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額につ

いて係争中であることを示す書類

第４第３項中「送信させ」を「、送信させ」に改める。



第４第４項中「公益法人（民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立さ

れた法人をいう。）」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。

第５第１号中「申請をする年の１月の間」を「認定をする年の前年の12月から当該

審査の認定をする年の１月までの間」に改める。

第５の２第３項中「平成12年政令第225号」を「平成12年政令第255号」に改める。

第12第２項第４号中「公益法人」を「一般社団法人及び一般財団法人」に改め、同

項第７号を削除する。

第13第２項中「局部長」を「部局長」に改める。

別表を次のように改める。



別表



様式１を次のように改める。



様式①－１



様式①－２



様式①－３



様式２を次のように改める。



様式②



様式４を次のように改める。



様式④



別添を次のように改める。



別添













２．「建設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」（平

成６年 11 月 14 日付け建設省厚契第 16 号）の一部を次のように改める。

別表３を次のように改める。



別表３



附 則

この通知による改正後の建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及び建

設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領は、平成 21
年度以降に締結する契約に関する事務処理について適用する。


